
次のとおり公開見積競争に付します。

令和８年５月８日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
本部管理本部　観音台第２管理部長　　坂本　篤実

１ 公開見積競争に付す事項
(１)件名 及び 数量　　育種支援システムの改良業務　１式
(２)仕様 ・ 規格等    詳細は入札説明書による。

(３)履　行　期　間　　令和８年３月２７日
(４)履　行　場　所　　国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

 茨城県つくば市観音台２－１－１２
 詳細は入札説明書による。

２ 公開見積競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(１)

ロ　総売上高又は事業収入に占める農研機構との間の取引割合が３分の１以上である。
(２)

(３) 見積競争説明書の交付を受けた者であること。
(４) 契約事務実施規則第８条及び第９条に該当しない者であること。
(５)

(６) 研究費の不正使用等防止に係る誓約書を提出できる者であること。

３ 公開見積競争説明書の交付場所等
(１)担当部局

　〒305-8518　茨城県つくば市観音台２－１－２
　農研機構本部管理本部　観音台第２管理部　会計課会計チーム
　電話：029-838-7407  ﾌｧｸｼﾐﾘ：029-838-7408　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sh-keiyaku-order@naro.go.jp

(２)見積競争説明書の交付期間、場所及び方法

(３) 本見積競争に係る仕様等の説明会は開催しない。

４ 参考見積書及び仕様書の要件を満たしていることを確認できる書類の提出期限及び提出場所
(１)提出期限：令和８年５月２０日（水）午後５時００分まで。
(２)提出場所：３．(１)に示す場所
(３)提出方法：持参、郵送（書留又は簡易書留）又は電送等により提出すること。

５ 本見積書の提出期限及び提出場所
(１)提出期限：令和８年５月２８日（木）午後５時００分まで。
(２)提出場所：３．(１)に示す場所
(３)提出方法：持参、郵送（書留又は簡易書留）又は電送等により提出すること。

６ 契約相手方の決定方法
(１)

７ その他
(１) 詳細は見積競争説明書による。
(２)

　　公開見積競争公告

＜業務概要＞当該分析装置が正常に稼働するよう修理を行う。

　次のイ及びロのいずれにも該当する者でないこと。
イ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下、「農研機構」という。)の役員
経

験者が再就職 長相当職 上 職 経験者が役員等 再就職

　本公告の日から令和８年５月１９日（火）までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日午前９
時から午後４時まで、上記３(１)の場所にて交付又はメールによる送付を行う。

　本公告の日から見積書提出期限までの期間に農研機構における物品の製造・販売及び役務等
契約に係る指名停止等に関する措置細則又は農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及
び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

　農研機構が提示する仕様等の情報提供依頼に対して、必要な内容を書面により回答すること
ができる者であること。

　本見積書に記載された見積金額が農研機構契約事務実施規則第３１条の規定に基づいて作成
された予定価格の制限範囲内で最低価格をもって有効な見積を行った競争参加者を契約相手方
とする。

　公開見積競争及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限



(３)　競争参加資格のない者がした見積及び見積に関する条件に違反した見積書は無効とする。
(４)

(５)

(６)　契約相手方の公表
　本件の調達件名及び数量、契約締結日、契約金額、契約の相手方の商号又は名称、住所及び
法人番号、競争参加者の人数等が公表されることについて同意するものとする。

る。

　契約保証金　令和７･８･９年度の農研機構の競争参加資格または全省庁統一資格を有する者
は免除とするがそれ以外の者は、保証金の支払を要する。

　契約書作成の要否
　要とするので、契約相手方は、契約書が契約担当者等から交付された際はこれに記名押印
し、速やかに契約担当者等に提出しなければならない。


